
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大和証券グループは世界人権宣言やOECD多国籍企業行動指針、ISO26000、国連「ビジネスと人権に関する指導

原則」、人権教育・啓発推進法を尊重し、国連グローバル・コンパクトに加盟しています。 

 

（1）大和証券グループは、その影響の及ぼす範囲内で、国際的に宣言されている人権の擁護を支持・尊重し、児童 

労働や強制労働等の人権の侵害に加担しません 

（2）大和証券グループ社員に対し、人権・同和問題に関する正しい知識の教育・啓発活動を行います 

（3）人権を他人事ではなく自らの問題として捉え、他人の心の痛みに共鳴できる感性を醸成します 

（4）人を大切にして公正な職場環境を維持し、人種、出身、性別、性的指向、性自認などを理由とした差別や人権

侵害を行いません 

（5）社員一人ひとりが偏見を持たない社会人になることを目指します 


